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東
海
建
設
支
部
で
は
、
『
退
職
時
誰
で
も
六
級
、
当
面
五
級
』
を

目
指
し
、
運
動
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
こ
こ
数
年
で
四
月

期
人
事
に
お
い
て
、
五
〇
歳
以
上
の
職
員
に
五
級
以
上
の
ポ
ス
ト

（
役
職
）
へ
の
昇
任
要
求
が
実
現
し
て
い
ま
す
。 

支
部
で
は
、
「
少
し
で
も
早
く
五
級
昇
格
を
」
と
要
求
し
ま
し
た

が
、
局
長
は
「
話
を
受
け
止
め
る
」
と
の
発
言
に
留
ま
り
、
ベ
テ
ラ

ン
職
員
の
処
遇
改
善
つ
い
て
明
言
を
避
け
て
い
ま
す
。
定
員
削
減
、

大
規
模
補
正
予
算
、
異
常
気
象
等
で
労
働
環
境
が
よ
り
厳
し
く
な
る

中
、
地
整
当
局
の
責
任
で
行
え
る
人
事
・
任
用
で
の
処
遇
改
善
・
生

活
と
の
調
和
の
実
現
が
重
要
で
す
。
「
一
人
一
要
求
」
の
と
り
く
み

で
、
要
求
を
前
進
さ
せ
ま
し
ょ
う
。 

も
に
民
主
的
な
発
令
を
勝
ち
と

る
に
は
、
例
年
一
一
月
末
の
身

上
書
提
出
前
に
行
う
団
体
交
渉

ま
で
に
、
各
分
会
組
合
員
ひ
と

り
ひ
と
り
の
要
求
を
組
織
し
、

交
渉
に
お
い
て
「
身
上
書
の
尊

重
」
と
と
も
に
「
個
人
名
を
出

し
昇
任
要
求
実
現
」
を
迫
る
こ

と
が
重
要
で
す
。 

   

東
海
建
設
支
部
が
要
求
し
て

い
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
基
準
・

昇
格
要
求
基
準
は
、
下
表
の
と

お
り
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
職
場
で
は

「
昇
任
要
求
を
出
す
と
遠
く
へ

飛
ば
さ
れ
る
」
「
昇
任
す
る
と
、

仕
事
が
忙
し
く
な
る
一
方
で
給

料
が
上
が
ら
な
い
」
等
か
ら
事

情
あ
る
職
員
は
要
求
に
対
し
消

極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
あ
り
ま
し
た
。 

支
部
で
は
、 

①
五
〇
歳
台
の
係
長
・
専
門
職

の
管
理
職
昇
任
、
五
級
昇
格 

②
四
〇
歳
代
事
務
所
係
長
の
四

級
昇
格
と
同
年
代
専
門
員
・
専

１
０
月
６
日
に
行
っ
た
職
場

環
境
改
善
の
団
体
交
渉
の
中

で
、
支
部
か
ら
は
、
今
後
五
年

間
の
退
職
者
の
在
級
状
況
を
示

し
な
が
ら
、
「
少
し
で
も
早
く

五
級
昇
格
を
」
と
要
求
し
ま
し

た
が
、
局
長
は
「
話
を
受
け
止

め
る
」
と
の
回
答
に
留
ま
り
、

ベ
テ
ラ
ン
職
員
の
処
遇
改
善
に

つ
い
て
明
言
を
行
い
ま
せ
ん
で

し
た
。 

   

今
年
度
の
定
年
退
職
者
数
は

六
二
名
（
右
表
参
照
）
。
中
で
も

六
級
以
上
ポ
ス
ト
が
四
九
と
大

半
を
占
め
て
お
り
、
四
月
期
人

事
で
の
処
遇
改
善
は
十
分
に
可

能
で
す
。
生
活
と
の
調
和
と
と

 

 

事務官 技　官
本　局　　○○官　 7 13
本　局　　課　長 0 1
事務所長 0 3
事務所　副所長 3 6
事務所　○○官 1 2
事務所　課　長 3 6
出張所長 0 4

小　　　計 14 35
本　局　　補　佐 0 1
建設専門官等 2 2
上席専門職 6 0
建設監督官等 0 1

小　　　計 8 4
専門職 0 1
事務所　　係　長 0 0

小　　　計 0 1
3 （出）係長、主任 0 0

2020年度 定年退職者数

62

6
級
以
上

5
級

4
級

退職者総数

   

給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し

等
に
よ
り
、
地
域
間
格
差
・
機

関
間
格
差
が
拡
大
し
て
お
り
、

地
方
で
働
く
私
た
ち
の
賃
金
水

準
は
こ
の
十
数
年
低
下
し
て
い

ま
す
。
と
り
わ
け
五
五
歳
以
上

の
職
員
は
、
高
齢
者
層
の
賃
金

抑
制
に
加
え
、
昇
給
停
止
に
よ

り
職
責
は
増
大
す
る
一
方
で
賃

金
が
上
が
ら
ず
不
満
が
増
大
し

て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
給
与
制
度
上
の
問

題
点
を
抜
本
的
に
是
正
さ
せ
る

こ
と
も
重
要
で
す
が
、
当
局
の

責
任
で
で
き
る
人
事
・
任
用
の

工
夫
で
、
処
遇
改
善
・
生
活
と

の
調
和
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
も

重
要
で
す
。 

 
20 11 13 

門
調
査
員
の
四
級
ポ
ス
ト
昇
任

（
登
用
） 

③
女
性
の
処
遇
改
善
（
五
級
以

上
在
職
者
の
女
性
比
率
の
目
標

の
達
成
・
継
続
）
を
要
求
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
実
現
こ
そ

が
、
全
体
の
処
遇
改
善
・
生
活

と
の
調
和
に
つ
な
が
り
ま
す
。

各
分
会
で
は
、
こ
の
こ
と
を
意

思
統
一
し
、
要
求
組
織
総
対
話

運
動
と
し
て
「
一
人
一
要
求
」

の
取
り
組
み
を
進
め
ま
し
ょ

う
。 対

話
の
項
目
は
配
転
、
昇
任

・
登
用
等
の
人
事
要
求
だ
け
で

な
く
、
仕
事
や
執
務
環
境
、
福

利
厚
生
、
人
事
評
価
な
ど
も
設

け
て
い
ま
す
。
未
加
入
者
も
含

め
要
求
を
把
握
し
、
職
場
要
求

を
確
立
し
ま
し
ょ
う
。 
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要
求
組
織
総
対
話
で 

要
求
を
掘
り
起
こ
そ
う 

身
上
書
団
交
ま
で
に 

各
分
会
か
ら
要
求
組
織 

人
事
・
任
用
で
ベ
テ
ラ
ン 

職
員
の
処
遇
改
善  

 

 

 

昇格要求基準

昇格 経験 年齢

２級昇格 ７年 ２５歳

３級昇格 １２年 ３０歳

４級昇格 ２２年 ４０歳

５級昇格 ２８年 ４６歳

６級昇格 ３２年 ５０歳

経験年数は、高卒換算年次

ベ
テ
ラ
ン
・
女
性
の
処
遇 

改
善
・
生
活
調
和
を
重
点 

ライフサイクル基準

役　　　職
経験
年数

出張所係長 12年

事務所係長
または同等職

17年

本局係長・専門職
または同等職

19年

用地官・建設監督官
または同等職

23年

事務所課長・出張所長
・建設専門官
または同等職

28年

副所長
または同等職

32年

経験年数は、高卒換算年数
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「
も
の
言
わ
ぬ
職
員
づ
く
り
」

の
た
め
、
悪
用
・
逆
用
（
新
婚
夫

婦
に
別
居
を
強
い
る
人
事
や

「
沼
津
よ
り
西
」
と
い
う
面
談
）

に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
マ
ル

生
粉
砕
闘
争
で
当
局
に
不
当
労

働
行
為
と
恣
意
的
格
差
の
事
実

と
是
正
を
認
め
さ
せ
て
か
ら
し

ば
ら
く
の
間
は
、
身
上
書
の
取

扱
を
議
題
と
し
、
回
答
で
「
尊

重
」
を
約
束
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
八
五
年
に
当
局
は
一

方
的
に
議
題
と
す
る
こ
と
を
破

棄
し
ま
し
た
。
当
局
の
組
合
員

名
簿
作
成
の
発
覚
も
あ
っ
て
紛

争
と
な
り
、
四
・
一
八
合
意
に

至
っ
た
の
は
前
述
の
と
お
り
で

す
。 そ

の
後
、
身
上
書
の
議
題
性

に
つ
い
て
は
毎
年
、
本
部
―
本

省
間
で
「
不
一
致
」
が
続
い
て

い
ま
す
が
、
局
長
、
事
務
所
長

を
含
め
「
尊
重
」
を
表
明
さ
せ
、

「
誠
心
誠
意
対
処
す
る
こ
と
が

当
局
の
責
務
」
と
回
答
さ
せ
る

な
ど
、
運
動
で
一
定
の
到
達
を

予
算
決
定
権
限
は
国
会
に
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
様
な

整
理
で
は
、
何
も
議
題
に
な
り

得
ま
せ
ん
。
予
算
要
求
を
行
う

当
局
の
立
場
を
前
提
と
し
た
合

意
で
あ
り
、
本
部
―
本
省
間
で

の
議
論
な
し
に
一
方
的
に
反
故

に
す
る
こ
と
な
ど
、
信
義
則
に

反
す
る
暴
挙
で
す
。 

三
年
前
の
団
体
交
渉
で
局
長

は
、
「
本
省
―
本
部
間
の
取
り

決
め
を
変
え
よ
う
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
を
前
提
に
互

い
に
意
見
を
交
わ
し
、
見
解
の

相
違
を
な
く
し
て
い
き
た
い
」

と
回
答
し
て
い
ま
す
。
身
上
書

の
取
扱
に
関
す
る
団
体
交
渉
に

向
け
て
は
、
こ
の
こ
と
の
追
及

を
強
め
る
こ
と
も
重
要
で
す
。 

   

身
上
（
申
告
）
書
の
取
扱
を

め
ぐ
っ
て
も
、
同
様
の
経
過
が

あ
り
ま
す
（
左
枠
内
参
照
）
。
制

度
開
始
当
時
は
、
全
建
労
攻
撃
、

築
い
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
当
局
の
人
事
施
策

は
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し

て
お
ら
ず
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
実
現
の
た

め
に
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
要

求
実
現
と
処
遇
改
善
・
生
活
と

の
調
和
の
実
現
を
迫
る
こ
と
が

重
要
で
す
。 

   

昇
任
要
求
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
人
事
評
価
の
結
果
も
重

要
で
す
。
「
人
事
評
価
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
に
よ
れ
ば
、
「
イ
．
直
近

の
連
続
し
た
二
回
の
能
力
評
価

の
う
ち
、
一
回
の
全
体
評
語
が

上
位
の
段
階
（
Ｓ
又
は
Ａ
）
で

あ
り
、
か
つ
、
他
の
全
体
評
語

が
上
位
又
は
中
位
の
段
階
（
Ｂ

以
上
）
で
あ
る
こ
と
」
「
ロ
．
直

近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

上
位
又
は
中
位
の
段
階
（
Ｂ
以

上
）
で
あ
る
こ
と
」
が
昇
任
の

条
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
ニ

ュ
ア
ル
で
は
、
人
事
評
価
の
意

   
執
務
環
境
と
福
利
厚
生
に
関

し
て
は
、
分
会
―
事
務
所
間
で

不
当
か
つ
一
方
的
な
議
題
外
し

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
旧
建
設

省
当
局
に
よ
る
秘
密
裏
で
の
組

合
員
名
簿
作
成
に
端
を
発
し
た

労
使
紛
争
収
束
の
際
、
旧
全
建

労
（
全
建
設
省
労
働
組
合
）
本

部
と
旧
建
設
省
当
局
と
の
間
で

取
り
交
わ
し
た
八
五
年
の
「
四

・
一
八
会
談
メ
モ
」
、
「
交
渉
議

題
の
折
衝
結
果
に
つ
い
て
（
八

・
二
八
メ
モ
）
」
、
八
六
年
の

「
『
八
・
二
八
会
談
』
の
懸
案
事

項
に
対
す
る
検
討
結
果
（
一
・

三
〇
合
意
）
」
に
お
い
て
、
物
品

関
係
と
し
て
「
執
務
環
境
と
福

利
・
厚
生
に
係
わ
る
も
の
は
議

題
」
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
「
予
算
決
定
権
限
が
な
い

か
ら
」
と
の
事
由
で
、
地
整
当

局
の
一
方
的
な
対
応
に
よ
る
も

の
で
す
。 

義
と
し
て
「
人
材
育
成
」
を
挙

げ
、
基
本
的
な
仕
組
と
し
て
「
絶

対
評
価
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
海
建
設
支
部
は
、
人
事
評
価

制
度
導
入
の
際
、
民
間
企
業
で

の
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
組
織

的
な
業
務
運
営
の
崩
壊
や
公
務

の
本
質
を
歪
め
る
等
の
問
題
を

指
摘
す
る
他
、
成
績
主
義
導
入

に
よ
る
人
件
費
抑
制
が
狙
い
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
導
入
に

反
対
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
ま

さ
に
、「
総
人
件
費
削
減
」
の
手

段
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。 人

事
評
価
制
度
を
適
切
に
運

用
す
る
た
め
に
は
、
現
行
制
度

の
根
幹
に
あ
る
「
人
材
育
成
」

と
「
絶
対
評
価
」
で
の
運
用
を

確
立
し
、
す
べ
て
の
職
員
に
対

し
き
ち
ん
と
し
た
評
価
を
出
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
と
り

わ
け
、
全
体
の
処
遇
改
善
・
生

活
と
の
調
和
を
実
現
す
る
意
味

で
は
、
昇
任
・
昇
格
該
当
者
へ

の
丁
寧
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る

た
め
、「
一
人
一
要
求
」
の
と
り

く
み
で
、
昇
任
・
昇
格
該
当
者

の
要
求
を
く
ま
な
く
組
織
し
、

当
局
に
対
し
実
現
を
迫
っ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。 

身上（申告）書をめぐる主な経過 

1949（S24）全建労発足 

1962（S37）約25千人の定員化実現 

… 1960 年の請負化に伴う直営工事を支えた定員外職員

（現場労働者）の大リストラを阻止 

1965（S40）～当局主導の分裂攻撃で第二組合

発足 

1966（S41）～全建労組合員への昇任・昇格差

別が全面化 

1968（S43）中部地建当局が問答無用の「赤紙」

配転を大量強行 

1969（S44）「勤務に関する調書」制度 

1970（S45）「身上申告書」制度 

→ 意向把握のアリバイづくり。悪用・逆用の限りを尽くし

た人事を乱発 

1974（S49）当局の組合差別文書が発覚。マル

生粉砕闘争はじまる 

→ マル生：生産性向上の名を借りた当局による組合差別・

分裂・脱退工作（国鉄や郵政が代表的） 

1975（S50）3.27合意 

… 建設省当局が過去の不当労働行為を認め謝罪。処遇の差

別を認め是正を約束。身上申告書を議題とし「尊重」を約

束 

1985（S60）「基本原則」と議題外し 

→ 建設省当局が過去の経緯、合意、慣行を一方的に破棄す

る「労使対応の基本原則」を全建労に通告。身上申告書を

議題外し 

→ 1986（S61）～身上申告書の取扱（意向打診を変更不

能の「一斉補完（内々 示）」化等）、希望配転（人道上要求

の放置等）、昇任・昇格（全国ワーストの処遇実態等）が

大幅に後退 

→ 1988（S63）～「権限がない」との事由で事務所長の

身上申告書「尊重」表明をとりやめ 

198７（S62）～一人一要求アンケートのとりく

みはじめる 

1989（H1）マンモス行政措置要求闘争 

… 他省庁出先より1級遅れの昇格実態解消、昇任・昇格の

省内ワースト1返上めざし、多くの組合員が人事院に行政

措置要求 

 

こうしたたたかいを展開する中、現状の到達は、

①身上書の議題性を本部－本省間で毎年確認（「不

一致」の場合、従前の「超法規的知恵」）、②事務

所長の役割は、任命権者において尊重されるよう

誠意をもって努力、を表明させている 

 

執
務
環
境
・
福
利
厚
生
は 

合
意
に
基
づ
き
議
題
に 

人
事
評
価
は
制
度
ど
お
り 

絶
対
評
価
と
育
成
で 

身
上
書
を
尊
重
さ
せ 

処
遇
改
善
・
Ｗ
Ｌ
Ｂ

実
現
を 

要求をとりまとめ 

たら交渉だ！ 

 


